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Ⅰ．はじめに
わが国は、豊かな自然に恵まれた風光明媚な国であり、その自然は地域の住民や来訪者等に

多くの恵みをもたらし、地域の活力の源となっています。

一方、この豊かな自然は、台風、大雨、大雪等の気象災害や、地震や津波等の地象災害の原

因ともなり、ひとたび大規模な災害が起これば多くの被害をもたらすものとなっています。ま

た、近年では大規模地震の頻発、気候変動による局所的短時間豪雨災害等はますます激甚化し

ております。

このような状況を鑑み、国においては、平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実

現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下「基本法」という）」が制定さ

れました。この中で、基本理念において、国土強靱化に関する施策の推進は、大規模自然災害

等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策の総合的、計画的な実施が重

要であり、国際競争力向上に資するとされています。また、地方公共団体の責務として、「第

四条 地方公共団体は、(中略)国土強靱化に関し、（中略）地域の状況に応じた施策を総合的か

つ計画的に策定し、及び実施する責務を有する」とされ、「第十三条 都道府県又は市町村は、

国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、（中略）国土強靱化に関する

施策の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という）を、国土強靱化地域

計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして

定めることができる」とされています。

内灘町においても「金沢平野東縁起震断層（森本・富樫断層）」や「邑知潟起震断層」によ

る大規模地震の影響の懸念や頻発・激甚化する豪雨災害など、今後発生し得るあらゆるリスク

を見据え、強靭な行政機能や地域社会をつくりあげるとともに、町民の安全・安心な暮らしの

確保を次世代の町を担う若者たちが将来への明るい希望を持てる環境を獲得するため、本町

の強靱化に関する取り組みの方向性を示す指針として本計画をここに策定するものである。
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Ⅱ．基本的な考え方
基本法第 14 条において、「国土強靱化地域計画は国土強靱化基本計画との調和が保たれた

ものでなければならない。」と規定されており、このことを踏まえ、本計画を策定する。

１．計画の位置づけ

本計画は、基本法第 13 条に基づくものであり、下記の計画期間における本町の強靱化に関

する取り組みの方向性を示す指針として位置づけるものである。

２．計画の期間

令和３年度～令和７年度

３．基本目標

いかなる災害等が発生しようとも、
(1) 人命の保護が最大限図られること
(2) 本町の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
(3) 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
(4) 迅速な復旧復興

を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会

の構築に向けた「国土強靱化」を推進する。

４．事前に備えるべき目標

(1) 直接死を最大限防ぐ
(2) 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確
実に確保する

(3) 必要不可欠な行政機能は確保する
(4) 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する
(5) 経済活動を機能不全に陥らせない
(6) ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるととも
に、早期に復旧させる

(7) 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない
(8) 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する
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５．基本的な方針

本計画では、「国土強靭化基本計画」及び「石川県強靱化計画」と調和を図るため、対象と

するリスクを大規模な自然災害とし、以下の基本方針のもと、本計画を策定・推進する。

(1) 本町の強靭性を損なう原因をあらゆる側面から検討する。

(2) 町内各地域の強靱化はもとより、地域の特性を踏まえつつ、地域間相互が連携・補完し合

いながら、町全体の強靱化を図る。

(3) 短期的な視点によらず、時間管理概念を持ちつつ、長期的な視野を持って計画的に取り組

む。

(4) 公共インフラの整備・耐震化・長寿命化をはじめとするハード事業と、訓練・防災教育な

どのソフト事業を組み合わせることによる、効果的な施策の推進を図る。

(5) 「自助」、「共助」からなる地域防災力の向上と、「公助」の機能強化による取り組みを推

進する。

(6) 平時にも有効活用される対策となるよう工夫する。

(7) 既存の社会資本を有効活用する等、費用を縮減しつつ効果的・効率的に施策を推進する。

(8) 地域において、強靱化を推進する担い手が適切に活動できる環境づくりに努めるとともに

「内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく人口減少対策と相まって、強靱化を

推進する担い手を確保する。

(9) 女性、高齢者、子ども、障害者、外国人等に十分配慮して施策を推進する。
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Ⅲ．脆弱性評価

(1) 脆弱性評価の考え方

大規模自然災害に対する脆弱性を評価することは、国土強靱化に関する取り組みの方向

性を定め、効果的・効率的に推進していく上で必要なプロセスであり、国の国土強靱化基本

計画においても、脆弱性評価の結果を踏まえた施策の推進方針が示されている。

本計画においても、本町の強靱化に必要な事項を明らかにするため、国及び石川県が実施

した評価手法等を参考に、脆弱性評価を実施した。

(2) 脆弱性評価の流れ

○基本目標を達成するために必要な「事前に備えるべき目標」を設定

○「事前目標」の妨げとなる「起きてはならない最悪の事態」を設定

○「最悪の事態」を回避するための課題等を分析・評価（脆弱性評価）

○強靭化のための推進方針を検討・策定

Ⅳ．起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定

先に設定した８つの「事前に備えるべき目標」を達成するため、その妨げとなる「起き

てはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を目標ごとにそれぞれ設定した。



5

【起きてはならない最悪の事態】

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態

１
直接死を最大限防
ぐ

1-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数
が集まる施設の倒壊及び火災による多数の死傷者の発生

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

1-3
異常気象等、突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水に
よる多数の死傷者の発生

1-4 大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生

1-5 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生

２

救助・救急、医療活
動が迅速に行われ
るとともに、被災
者等の健康・避難
生活環境を確実に
確保する

2-1
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・
エネルギー供給の停止

2-2
自衛隊、警察、消防、海保、医療機関等の被災等による救助・
救急活動等の絶対的不足及び医療機能の麻痺

2-3
多数の避難者により避難所・福祉避難所での避難生活が困難
となる事態

2-4 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-5
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者
の健康状態の悪化・死者の発生

３
必要不可欠な行政
機能は確保する

3-1 町の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

４
必要不可欠な情報
通信機能・情報サ
ービスは確保する

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止

4-2
テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝
達できない事態

4-3
災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・
伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態

５
経済活動を機能不
全に陥らせない

5-1
異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な
影響

６

ライフライン、燃
料供給関連施設、
交通ネットワーク
等の被害を最小限
に留めるととも
に、早期に復旧さ
せる

6-1
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LP
ガスサプライチェーン等の長期間にわたる機能停止

6-2 上下水道等の長期間にわたる機能停止

6-3 交通インフラの長期間にわたる機能停止

７
制御不能な複合災
害・二次災害を発
生させない

7-1 農地・森林等の被害による国土の荒廃
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事項に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態

８

社会・経済が迅速
かつ従前より強靱
な姿で復興できる
条件を整備する

8-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅
に遅れる事態

8-2
復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、
地域に精通した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビ
ジョンの欠如等により復興できなくなる事態

8-3
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊
等による有形・無形の文化の衰退・損失

8-4
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進
まず復興が大幅に遅れる事態
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Ⅴ．リスクシナリオごとの脆弱性の評価、推進方針、目標指標、関
連する計画等

１．直接死を最大限防ぐ

１－１ 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の
倒壊及び火災による多数の死傷者の発生

【脆弱性の評価】

１ 住宅・公共施設をはじめとする建築物等の耐震化や長寿命化、及び老朽化対策が必要
２ 建築物内の室内安全対策が必要
３ ブロック塀の安全対策等、避難路、通学路等の安全対策が必要
４ 救助活動や救援物資輸送等に支障がないよう、幹線道路の強化が必要
５ 共助に必要な地域の災害対応力の向上が必要
６ 消防団や自主防災組織の連携強化を図り地域防災力を向上させることが必要
７ 避難行動要支援者への支援体制が必要
８ 建物密集地等、消火が困難となる地域の防火体制の整備が必要

【推進方針】

１ 建築物等の耐震化や長寿命化、及び老朽化対策の推進
(1) 大規模自然災害に対する脆弱性を評価することは、国土強靱化に関する取り組みの方向性
を定め、効果的・効率的に推進していく上で必要なプロセスであり、国土強靱化基本計画
においても、脆弱性評価の結果を踏まえた施策の推進方針が示されている。

(2) 町民に耐震診断・改修費の助成等の制度周知を進めるとともに、「内灘町耐震改修促進計
画」に基づき、総合的に耐震化事業を推進する。

(3) 町が所有する公共施設においては、国等が示す耐震基準を注視し、必要な耐震診断及び補
強・改修事業及び長寿命化を推進する。

２ 建築物内及び避難路の安全対策の推進
(1) 家具の転倒防止対策として、金具による家具の固定等による補強対策の普及・啓発を推進
する。

(2) 地震による建築物の窓ガラス飛散や天井落下、外装タイルの剥離、看板等工作物の破損落
下による被害を防止するために、建築物の適正な維持・管理や点検の重要性を継続的に啓
発する。

(3) 危険ブロック塀解体撤去費を助成する制度の周知を進めるとともに、ブロック塀転倒対策、
蓋付き側溝への改修、消融雪施設の整備、照明のLED化、道路段差解消等による避難路、
通学路等の安全対策を推進する。

(4) 空き家倒壊による道路閉塞を回避するため、危険な空き家の解体を促すとともに移住、定
住施策の活用など、総合的な空き家対策を推進する。

(5) 緊急輸送道路、幹線道路等の重要路線及び町内道路の長寿命化及び耐震性の強化を推進す
る。

３ 地域の防災力・災害対応力の向上
(1) 地域の災害対応力の向上を図るために、防災士の育成を図るとともに、全ての地域で結成
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されている自主防災組織の組織力強化及び活性化を図る。
(2) 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な避難
行動要支援者については、名簿の作成や個別計画の策定、避難訓練の支援等を推進し、地
域と連携した避難支援体制を構築する。

(3) 防火思想の普及啓発、火気器具の取扱い、消火器具の使用方法等及び災害発生時の出火防
止の徹底を推進する。

(4) 災害用ドローンの導入等、先進の防災技術を駆使して、複雑多様化する災害に対応できる
防災体制を構築する。

(5) 消防団員を確保し、災害対応能力の向上と地域への防災指導力を強化する。
(6) 各消防分団に配備している消防ポンプ車を順次更新することにより、地域防災力の充実強
化を図る。

４ 建物密集地区に対する防火対策の推進
(1) 建物密集地区の建築物においては、防火性能を高めるよう町民への指導・周知を図る。
(2) 延焼を防ぐため、道路拡幅や公園整備を推進する。
(3) 出火率の低下や初期消火力を強化するため、住宅用火災警報器、感震ブレーカー、家具類
の転倒防止器具等の防災用品の配備を広く普及啓発し、予防体制の強化を図る。

(4) 木造住宅密集地域における消火栓使用不能時の対策として、用水等自然水利の活用を図る。

【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘町地域防災計画
２ 内灘町耐震改修促進計画
３ 内灘町消防本部警防規程
４ 指定地域警防活動計画

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ７年度末)
担当課

１ 避難行動要支援者の個別計画 ％ 45.6 50.0 総務課

２
住宅耐震改修工事申請件数
（累計）

件 3 9 都市建設課

３
危険ブロック塀除却申請件数
（累計）

件
－

※申請はR2年
度から

36 都市建設課

４ 重大違反改修率 ％ 100.0 100.0 消防本部

５ 災害用ドローンの導入 機 0 1 消防本部
６ 消防団員の充足率維持 ％ 100.0 100.0 消防本部
７ 耐震性防火水槽の整備 ％ 41.9 43.0 消防本部

８
特殊建築物総数に対する既定警
防活動計画割合

％ 58.3 100.0 消防本部

９ 住宅用火災警報器設置率 ％ 93.0 95.0 消防本部
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１－２ 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

【脆弱性の評価】

１ 津波浸水想定の検証が必要
２ 避難路・避難場所の安全性の確保が必要
３ 災害情報の収集、伝達体制の強化が必要
４ 津波避難空間の確保と避難訓練による実効性向上が必要

【推進方針】

１ 津波からの確実な避難をするための各種取り組みの推進
(1) 避難行動を速やかにとれるよう、避難方法の周知、避難路・避難場所の安全性の確認等、
適切な避難行動の周知を推進する。

(2) のと里山海道等を利用した緊急避難場所等、津波避難空間の確保を継続するとともに、実
践的な津波避難訓練を継続的に実施する。

(3) 各種ＩＣＴを活用し情報収集・伝達体制を強化するとともに、消防団や自主防災組織等の
安全を確保するために、退避ルールの確立を推進する。

(4) 高齢者、障害者の防災安全対策の促進や早めの避難行動に関する啓発・支援等を推進する。

【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘町津波ハザードマップ
２ 内灘町地震防災マップ

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１
防災ヘリの場外離着陸場の指定
数

箇所 ２ ３ 消防本部
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１－３ 異常気象等、突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷
者の発生

【脆弱性の評価】

１ 雨水幹線や雨水ポンプ場、雨水貯留浸透施設の整備等による浸水対策が必要
２ 農業水利施設の改修や補強が必要
３ 新たな開発行為等において適切な雨水調整池又は雨水浸透桝等の整備が必要
４ 森林や農地の保全による洪水調節機能の維持向上が必要
５ 河川堤防や道路等を応急復旧する体制の構築が必要
６ 避難者に対し防災情報の的確な伝達が必要
７ 要救助者に対する救助体制の構築が必要
８ 水防災意識社会を再構築する取り組みが必要
９ 雨水排水施設に関する維持管理を含めた総合的な対策が必要

１０ 民間建築物への雨水貯留浸透施設の設置を促進する取り組みが必要

【推進方針】

１ 長期的な浸水被害の解消に向けた対策の推進
(1) 都市化の進展による貯留・浸透機能の減少等による雨水幹線の負荷増大とこれまでの浸水
被害等を踏まえ、必要な雨水管きょの整備を計画的に実施するとともに、河川管理者によ
る河川改修・維持管理事業を促進する。

(2) 雨水ポンプ場や雨水貯留浸透施設等の整備による浸水対策を推進する。
(3) 農業水利施設について、計画的に改修・補強等を図る。
(4) 新たな開発行為等に対し、雨水調整池又は雨水浸透性桝等の設置を指導し、流出抑制対策
を行う。

(5) 森林や農地の保全による洪水調節機能の維持向上を図る。
(6) 河川堤防の復旧や、内水排除等を速やかに実施する体制を構築するため、各施設管理者と
連携した計画策定や迅速な資機材の調達を図るとともに、建設業者の調達を含め復旧・復
興に向けた体制の構築に取り組む。

(7) 雨水管きょ及び雨水ポンプ場、樋門等の適切な維持管理及び改築更新等を、総合的かつ計
画的に推進する。

(8) 民間建築物への雨水貯留浸透施設の設置を促進するため、助成制度等の周知を図る。

２ 防災情報の的確な伝達
(1) 必要に応じてハザードマップの見直しをするとともに、防災情報の収集・伝達体制の強化
を推進する。

(2) 防災行政無線や緊急速報メール（エリアメール）等を用いて気象情報等を的確に伝達する
とともに、住民避難のためのタイムラインを策定する。

(3) 雨量計、水位計及び映像監視施設等を増設強化し、住民避難のベースとなる情報提供を推
進していく。

３ 各種機関との連携強化
(1) 浸水区域における避難者を迅速に救助するため、消防機関や自衛隊、警察と連携した救助
体制の構築を推進する。
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【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘町地域防災計画
２ 内灘町洪水ハザードマップ
３ 内灘町公共下水道全体計画、事業計画
４ 内灘町下水道ストックマネジメント計画

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 避難行動要支援者の個別計画 ％ 45.6 50.0 総務課
２ 救助用ボートの整備 艇 １ ２ 消防本部
３ 雨水事業計画区域の整備率 ％ 64.2 73.5 上下水道課

４ 雨水ポンプ場の整備率 ％ 75.0 100.0 上下水道課
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１－４ 大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生

【脆弱性の評価】

１ 土砂災害等の発生による孤立集落の発生を未然に防止するための対策が必要
２ 町民に対し迅速で適切な災害情報の伝達が必要
３ 集落の孤立を防止し、日常機能の低下を極力避けるための対策が必要

【推進方針】

１ 土砂災害への対応の強化
(1) 砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備を推進するよう県に対
し働きかけ、災害の未然防止を図る。

(2) がけ崩れのおそれのある箇所の指定を県に積極的に働きかける。
(3) ハザードマップにより危険性や早期避難の重要性に関する啓発を継続するとともに、土砂
災害警戒情報の緊急速報メール等により迅速でわかりやすい情報を提供する。

(4) 土砂災害に伴う避難勧告等の発令基準を予め定めることで、町民に対する迅速な情報伝達
と避難の呼びかけを行う。

２ 各種機関との連携強化
(1) 土砂災害警戒区域における避難者を迅速に救助するため、消防機関や自衛隊、警察と連携
した救助体制の構築を推進する。

【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘町土砂災害ハザードマップ

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 避難行動要支援者の個別計画 ％ 45.6 50.0 総務課

２ がけ地防災工事費補助金交付申
請件数（累計） 件 4 9 都市建設課
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１－５ 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生

【脆弱性の評価】

１ 道路管理者間（県・町・近隣市町）の相互応援と除雪体制の強化が必要
２ 緊急時における確実な消防車両の出動や、消防水利の確保が必要
３ 町会・区をはじめとした、町民の協力体制が必要
４ 自力での屋根雪下ろしが困難な世帯への屋根雪下ろしの支援が必要
５ 交通対策に向けた取り組みの強化が必要

【推進方針】

１ 除雪体制の強化
(1) 積雪観測地点での積雪量及び現地パトロールの調査結果に基づき出動時期を適切に判断
する。

(2) 局地的な大雪にも対応できる除雪体制を構築する。
(3) 幹線町道（バス路線、緊急輸送道路等）については、最優先の除雪を行うとともに、道路
管理者間の相互応援等、除雪体制の強化によるライフラインの確保を図る。

(4) 急勾配、急カーブ、橋梁、日陰区間等においては、スリップ事故等の防止のため凍結防止
剤の散布に努める。

(5) 消融雪設備を整備する基準等を構築し、物資輸送ネットワークの確保と地下水資源の保全
を図る。

(6) 消融雪装置施設の適切な維持管理を行う。
(7) 町が保有する除雪機械の計画的な更新や民間の除雪業者の支援を継続的に行うとともに、
除雪オペレーターの人材育成に努め、大雪時の除雪体制の整備を図る。

(8)町会・区をはじめとする各種団体による除雪の協力を促進する。

２ 交通対策に向けた取り組みの推進
(1) 公共交通機関（路線バス、鉄道等）の運行状況等を適時的確に把握し、問い合わせ等への
対応や広報を行う。

(2) 道路渋滞が発生した際には、ホームページ等により渋滞情報を広報周知するとともに、不
要不急の外出を抑制する。

(3) 渋滞が長期化し、支援が必要な場合には、飲料、食料、燃料の提供を行う。

３ 消防対策
(1) 消防車両の出動や消防水利の確保に支障がないよう、消火栓、防火水槽、消防車庫等、必
要な箇所の除雪を実施する。必要に応じて、消防分団、町会・区、町民への協力を要請す
る。
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【目標指標】

【関連する計画等】
１ 内灘町道路除雪実施計画書

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 消雪散水管延長（累計） km 37.6 43.4 都市建設課
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２．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を

確実に確保する

２－１ 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供
給の停止

【脆弱性の評価】

１ 避難所での良好な生活環境の確保が必要
２ 避難所や家庭、事業所での防災用品の備蓄が必要
３ 応援協定業者と連携し機能強化に向けた取り組みが必要
４ 上水道の応急給水体制の整備が必要
５ 交通ネットワークにおける災害対応力の向上が必要
６ 緊急輸送道路の整備や橋梁の耐震化が必要

【推進方針】

１ 避難所での良好な生活環境確保に向けた整備の推進

(1) 災害対策基本法、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針に基づき避難所
整備を推進する。

２ 関係機関と連携した防災用品の備蓄の推進
(1) 避難施設への食糧等の備蓄品を充実強化するとともに、家庭や民間事業所での備蓄
を啓発し、県、町、民間事業者、地域団体等と連携して備蓄を推進する。

(2) 生活必需品の調達について、事業者等との応援協定が災害時に機能するよう連携を強化す
る。

３ 上水道の応急給水体制の整備促進
(1) 上水道施設の各種資機材の整備等による応急給水体制の整備や広域的な応援体制の連携
を強化する。

４ 災害に対応した交通ネットワークの向上
(1) 関係行政機関による主要地方道、町内幹線道路等の基幹的交通ネットワークの災害対応力
の強化を働きかけるとともに、救命活動や支援物資の輸送等を担う緊急輸送道路及び町内
幹線道路等の点検・整備や橋梁の耐震化を推進することにより、輸送手段の安全確保を図
る。

(2) 災害時にマンホールの浮上等により緊急輸送の妨げとならないよう、マンホールの浮上防
止対策やマンホール鉄蓋の飛散防止対策を推進する。
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【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘町下水道総合地震対策計画
２ 内灘町水道事業経営計画

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１
災害時応援協定等（含む物資供
給協定）の締結数

件 26 30 総務課

２
緊急輸送道路におけるマンホー
ル浮上防止対策整備率

％ 15.9 100.0 上下水道課

３ 給水袋の数 袋 570 1,200 上下水道課
４ 上水道基幹管路の耐震化率 ％ 28.6 33.0 上下水道課
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２－２ 自衛隊、警察、消防、海保、医療機関等の被災等による救助・救急活動等の
絶対的不足及び医療機能の麻痺

【脆弱性の評価】

１ 救急救助機関が機能を維持するための対策が必要
２ 救急救助機関における情報の収集伝達機能の強化が必要
３ 消防水利の整備が必要
４ 警察や自衛隊との連携強化や要支援者の救助体制構築が必要
５ 消防広域応援体制の強化や受援体制の整備が必要
６ 浸水区域で取り残された人の救助体制の構築が必要
７ 救助活動に支障を来さない道路整備が必要
８ 消防団や自主防災組織の連携強化を図り地域防災力を向上させることが必要
９ 災害時の医療体制や搬送体制の整備が必要

【推進方針】

１ 応急活動及び医療活動を担う機関の機能強化
(1) 通信基盤や指令システムの高度化、情報通信手段の多様化等により、消防や救急活動にお
ける情報の伝達収集機能を充実強化する。

(2) 地震により消火栓が使用できないことを想定し、防火水槽の効果的な配置や自然水利の利
用を図る。

(3) 被害想定に応じて必要な装備・資機材を整備し、救助・救急機関の災害対応力の強化を着
実に推進する。

(4) 災害発生時に救助・救急活動の拠点となる消防庁舎の機能強化を推進する。
(5) 災害時にＤＭＡＴや医薬品等のニーズ把握、支援要請等を的確に行うため、関係機関と連
携した情報伝達訓練や災害医療訓練を実施し、災害時医療体制や搬送体制の整備を推進す
る。

２ 応急活動等の効率的な展開
(1) 災害対策本部・消防・警察・自衛隊等の救助・救出活動機関の連携を強化し、要救助者や
資機材の情報共有や連絡体制の強化を図るとともに、医療機関を含む各関係機関との連携
訓練によりその実効性を高める。

(2) 大規模災害時の消防広域応援体制について、他府県緊急消防援助隊と連携する中部ブロ
ック合同訓練に出場し、災害救助技術の向上及び消防広域応援体制の強化を図る。

(3) 災害発生時に対策本部や救急・救助機関の機能を維持するために、通信手段・非常用電源
の確保や水・食料・燃料の備蓄等、必要な対策を講じる。

(4) 消防団の定数確保や車両・資機材の充実等により消防団の活動能力向上を図るとともに、
自主防災組織と連携した防災訓練等の取り組みを推進する。

(5) バイスタンダー（救急現場に居合わせた町民）の育成や地域防災力の強化を推進する。
(6) 緊急輸送道路等の重要路線を優先して耐震性を強化する。
(7) 救命ボートを利用した講習・訓練などの取り組みにより、浸水区域に取り残された町民が
安全に浸水区域外に避難できる体制を構築する。

３ 地域の防災力・災害対応力の向上
(1) 地域の災害対応力の向上を図るために、防災士の育成を図るとともに、自主防災組織の訓
練の実施率を高める。
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(2) 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な避難
行動要支援者については、名簿の作成や個別計画の策定、避難訓練の支援等を推進し、地
域と連携した避難支援体制を構築する。

(3) 防火思想の普及啓発、火気器具の取扱い、消火器具の使用方法等及び災害発生時の出火防
止の徹底を推進する。

(4) 災害用ドローンの導入等、先進の防災技術を駆使して、複雑多様化する災害に対応できる
消防体制を構築する。

(5) 消防団員を確保し、災害対応能力の向上と地域への防災指導力を強化する。
(6) 各消防分団に配備している消防ポンプ車を順次更新することにより、地域防災力の充実強
化を図る。

(7) 救援救護活動の拠点であり、広域避難地として位置づけられている総合公園の整備を図る。
あわせて、防災ヘリコプターの離着陸箇所となっている総合公園及び蓮湖渚公園の維持管
理を行う。

【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘町地域防災計画
２ 石川県消防広域応援協定
３ 石川県緊急消防援助隊受援計画

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 防災士の育成 人 117 167 総務課

２ 衛星携帯電話の保有数 台
1 2 消防本部
１ ２ 総務課

３ 消防団員の充足率維持 ％ 100.0 100.0 消防本部

４
消防職団員の防火衣等装備品の
更新整備

％ 0.0 100.0 消防本部

５ 普通救命講習受講者数（累計） 人 8,600 9,600 消防本部

６
自主防災組織に消防が訓練を実
施した回数

回 12 17 消防本部

７ 救助用ボートの整備 艇 1 2 消防本部

８ 災害用ドローンの導入 機 0 1 消防本部

９ 防災ヘリの場外離着陸場の指定数 箇所 2 3 消防本部

１０ 耐震性防火水槽の整備 ％ 41.9 43.0 消防本部
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２－３ 多数の避難者により避難所・福祉避難所での避難生活が困難となる事態

【脆弱性の評価】

１ 迅速な避難所の開設や運営体制の構築が必要
２ 避難所における災害用備蓄品や防災資機材の充実強化が必要
３ 避難生活の長期化に向けた支援体制が必要
４ 被災者の早期の生活再建を支援する体制の構築が必要
５ 避難所の整備及び機能強化が必要

【推進方針】

１ 迅速な避難所の開設及び運営
（1）町職員や施設管理者、自主防災組織との連携により、避難所の開設・運営が迅速にできる

協力体制を構築する。
（2）指定避難所の通信機能強化や備蓄品・防災資機材の充実を図り、避難所施設の機能向上を

推進する。
（3）観光客や外国人をはじめ、地理に不慣れな人に対する避難所への誘導体制を図る。
（4）避難行動要支援者の受け入れ強化を図るため、福祉避難所としての設備や機能を兼ね備え

た施設との協定を推進する。

２ 避難生活の長期化に対する支援体制の整備
（1）多様な避難所でのニーズや要支援者の特性を考慮し、避難者が安心して生活できる場を提

供するとともに、福祉サービスや保健医療サービスの提供や衛生的な生活環境の維持、災
害情報や安否確認等の情報支援、専門家による心のケア等、関係部局・機関と連携を図
り、避難者の支援体制を整備する。

（2）被災者の早期の生活再建を支援するため、り災証明発行、ライフラインの復旧、応急仮設
住宅や復興住宅の供給等を早期に実行するための体制を整備する。

（3）避難者が快適に生活できる場を提供するために、避難所の整備を推進する。

３ 様々な災害を想定した避難所の整備
（1）広範な浸水被害や地震発生による被害等を想定し、それらのリスクが少ない箇所への避難

所の整備を推進する。

【目標指標】

【関連する計画等】
１ 内灘町地域防災計画
２ 内灘町避難所運営マニュアル

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 福祉避難所数 箇所 4 5 総務課
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２－４ 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

【脆弱性の評価】

１ 避難所における感染症の予防対策が必要
２ 災害時に適切に汚水を処理する体制整備が必要
３ 下水道施設の耐震化が必要
４ 処理場とポンプ場を直結する圧送管の２条化が必要

【推進方針】

１ 避難所で感染症対策の推進
(1) 平時からの感染症予防対策（手洗い、うがい等）の啓発や予防接種を推進するとともに、
災害時の避難所における手指消毒剤等の衛生用品の設置に努める。

(2) トイレの適正な管理は公衆衛生環境を保全する上で重要な役割を担うため、災害用マンホ
ールトイレの設置、下水道施設の耐震化、下水道の応急復旧体制の構築などを推進する。

２ 災害時におけるトイレの調達手段の確立
(1) 平時から災害時に起こりうる事態を具体的に想定し、必要なトイレの数を試算し、マンホ
ールトイレ等の整備を推進するとともに、災害時におけるトイレの調達手段の確立を図る。
（仮設トイレ、マンホールトイレ）

３ 下水道施設の耐震化
(1) 大規模地震発生時に、未処理下水の流出による衛生被害の発生により、町民の生命・財産
に係わる事態を生じさせないため、下水道施設の計画的な耐震化を推進する。

４ 処理場とポンプ場を直結する圧送管の２条化
(1) 処理場とポンプ場を直結する圧送管について、災害時に管路の一部が破損した場合でも

送水が補えるよう複数のルートを確保する。

【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘町下水道総合地震対策計画

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 避難所におけるマンホールトイ
レの整備箇所 箇所 5 8 総務課

上下水道課

２ 処理場とポンプ場を直結する圧
送管の２条化整備率 ％ 0.0 50.0 上下水道課
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２－５ 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪
化・死者の発生

【脆弱性の評価】

１ 迅速な避難所の開設や運営体制の構築が必要
２ 避難所における災害用備蓄品や防災資機材の充実強化が必要
３ 避難生活の長期化に向けた支援体制が必要
４ 被災者の早期の生活再建を支援する体制の構築が必要
５ 避難所の機能強化が必要

【推進方針】

１ 迅速な避難所の開設及び運営
(1) 町職員や施設管理者、自主防災組織との連携により、避難所の開設・運営が迅速にできる
協力体制を構築する。

(2) 指定避難所の災害用備蓄品や防災資機材の充実を図り、避難所施設の機能向上を推進する。
(3) 観光客や外国人をはじめ、地理に不慣れな人に対する避難所への誘導体制を図る。
(4) 避難行動要支援者の受け入れ強化を図るため、福祉避難所としての設備や機能を兼ね備え
た施設との協定を推進する。

(5) 公民館・小中学校などの指定避難所を有効に活用し、要支援者に対する事前の部屋割りを
行うなど避難所の機能強化を図る。

２ 避難生活の長期化に対する支援体制の整備
(1) 多様な避難所でのニーズや要支援者の特性を考慮し、避難者が安心して生活できる場を提
供するとともに、福祉サービスや保健医療サービスの提供や衛生的な生活環境の維持、災
害情報や安否確認等の情報支援、専門家による心のケア等、関係部局・機関と連携を図り、
避難者の支援体制を整備する。

(2) 被災者の早期の生活再建を支援するため、り災証明発行、ライフラインの復旧、応急仮設
住宅や復興住宅の供給等を早期に実行するための体制を整備する。

(3) 指定避難所に通信設備・発電機・資機材などを整備し、避難所施設の機能向上を進めると
ともに、初期に開設する水防避難所について、常備品の増強配備を行い避難生活の充実を
図る。

【目標指標】

【関連する計画等】
１ 内灘町避難所運営マニュアル

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 備蓄倉庫の数 箇所 2 2 総務課

２
災害時における飲食料、生活物
資の供給協力に関する協定数

件 4 5 総務課

３ 福祉避難所数 箇所 4 5 総務課
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３．必要不可欠な行政機能は確保する

３－１ 町の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

【脆弱性の評価】

１ 業務継続計画に基づく行政機関の機能保持が必要
２ 庁舎等の耐震化や浸水対策等、防災機能の強化が必要
３ 業務継続に必要な通信機能、電源、燃料等の整備が必要
４ 情報を共有するためのシステム整備や通信設備の充実が必要
５ 広域応援協定の締結や受援計画の整備等、支援受入れに向けた体制づくりが必要

【推進方針】

１ 行政機能の機能保持
(1) 「大規模災害発生時における内灘町業務継続計画」（平成３１年３月策定）に基づき、災
害時の優先業務を最大限迅速・効果的に実施し、被害の軽減、復旧時間の短縮や発災直後
の活動レベルの向上を図ることにより、業務継続体制を強化する。

(2) 庁舎や公共施設の室内安全対策や各種データの喪失対策を推進するとともに、業務継続に
必要な通信機能、電源、燃料、車両、資機材等の整備を推進する。

(3) 有線通信の途絶に備え、防災行政無線（衛星系）や衛星携帯電話の整備等の災害時の通信
手段の多重化を図る。

(4) 役場庁舎や避難所となる公民館・学校施設のほか、その他の公共施設についても、「内灘
町公共施設等総合管理計画」などに基づき、総廃合や集約化を含む施設の最適化を図りな
がら、耐震化など防災機能の強化を図る。

(5) 役場庁舎の機能不全に備え、本庁舎以外に災害対策本部の代替機能を整備し、災害対応拠
点の複線化を図る。

２ 支援人員の受入れ体制の構築
(1) 行政人員の絶対的不足に備え、広域応援協定の締結や受援体制の整備等、支援人員の受入
れ体制を構築する。

(2) 応急活動の長期化による職員の身体的、精神的な疲労に対するケア体制を検討する。

【関連する計画等】
１ 大規模災害発生時における内灘町業務継続計画
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４．必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する

４－１ 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止

【脆弱性の評価】

１ 防災拠点における通信の確保が必要
２ 災害時情報提供の多重化が必要
３ 電力・情報通信業者との情報共有体制の整備が必要

【推進方針】

１ 災害時の通信手段の確保
(1) 地域の実情に応じて、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、
ラジオ（コミュニティＦＭを含む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含
む。）、ソーシャルメディア、Ｌアラート（災害情報共有システム）、ＣＡＴＶ等の多様な
情報伝達手段の整備促進を図る。

２ 各種事業者との連携強化
(1) 災害時の電力や情報通信の不通を迅速に回復するため、電力・情報通信業者との情報共有
体制について連携強化を図るとともに、臨時の携帯電話基地局や特設公衆電話等の活用に
よる情報伝達体制の強化を図る。

(2) 防災関係機関における防災相互通信用無線局などの整備を図り、通信の確保に努める。

３ 応急用資機材の整備
(1) 停電による通信不能を回避するため、非常用電源（自家発電用設備、電池等（再生可能エ
ネルギーによる発電や蓄電池の活用を含む））、移動無線、可搬型無線機等の仮回線などの
応急用資機材の確保充実を図り、非常災害時に使用できるよう対策を講じるとともに、こ
れらの点検整備に努め、緊急連絡体制を確保する。

(2) 災害時において各種通信手段が円滑に運用されるよう、通信活用マニュアルを作成すると
ともに平常時から機器操作及び通信要領の習熟を目的に、情報伝達訓練等を定期的に実施
する。

【目標指標】

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 衛星携帯電話の保有数 台
1 2 総務課

１ ２ 消防本部
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４－２ テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

【脆弱性の評価】

１ テレビ・ラジオ放送の中断でも情報伝達できるツールの確保が必要
２ 情報ツールの認知向上が必要

【推進方針】

１ 災害時の通信手段の確保
(1) 地域の実情に応じて、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、衛星携
帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ソーシャルメディア、Ｌアラート（災
害情報共有システム）、ＣＡＴＶ等の多様な情報伝達手段の整備促進を図る。

(2) 被災者生活支援に関する情報については、情報を得る手段が限られている被災者に配慮し、
紙媒体や臨時広報誌、相談窓口による情報提供なども行えるよう備える。

(3) 災害時における安否情報、交通情報の適宜発信のために、広く報道機関や情報関連会社等
の協力を得て、迅速に的確な情報提供できる手段の確保を図る。

【目標指標】

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 衛星携帯電話の保有数 台
1 2 総務課
１ ２ 消防本部
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４－３ 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、
避難行動や救助・支援が遅れる事態

【脆弱性の評価】

１ 住民等への情報伝達体制の強化が必要（ＩＣＴを活用した災害情報の多様な伝達手段が必要）
２ 町民の防災意識を向上させる取り組みが必要
３ 防災教育や防災活動の推進が必要
４ 障害者や訪日外国人等、多様な人々に配慮した取り組みが必要

【推進方針】

１ 住民等への情報伝達体制の強化
(1) 防災行政無線をはじめ、テレビやラジオ（コミュニティ FMを含む）、インターネット、
衛星携帯電話、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、Ｌアラート（災害情報共有システム）、
ＣＡＴＶ等、情報伝達手段の整備にＩＣＴを活用する。

(2) 町民に避難指示等の防災情報を確実に伝達するために、緊急速報メールやＳＮＳ（ソーシ
ャルネットワーキングサービス）等も利用した情報伝達手段の多様化を図るとともに、通
信設備の充実強化を図る。

(3) 訪日外国人等に配慮した避難誘導案内板や各種ハザードマップなどの整備を推進する。
(4) 情報発信拠点の防災・減災対策及び複線化・多重化を推進する。
(5) 情報サービスにおける業務継続に向けた取り組みを推進する。
(6) ５Ｇなどの最新技術を取り入れた情報収集・発信体制の充実強化を図る。

２ 防災意識の向上及び防災活動の推進
(1) 町民への広報活動や防災研修を通じ、防災知識の向上や災害に対する備えの重要性を啓発
するとともに、地域が防災活動を推進するための施設や資機材の整備、訓練への助成等に
より自主防災組織の活性化を促進する。

(2) 防災士をはじめとする地域の防災リーダー育成や事業者の業務継続計画の策定を促進す
る等、避難意識の向上を推進する。

(3) 実践的な避難訓練を通して、自らが命を守る主体者として適切な行動がとれるように防災
教育を推進するとともに、身近な安全対策（耐震化、家具固定等）を発信する防災活動や、
将来の地域防災を担う人材を育成するための教育を推進し、地域防災力の向上を推進する。

【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘町地域防災計画

指標 単位 現況値
(Ｒ元年度末)

目標値
(Ｒ7 年度末) 担当課

１ 安全・安心・メール登録者数 人 985 1,500 総務課

２ 衛星携帯電話の保有数 台
1 2 総務課
１ ２ 消防本部

３ 普通救命講習受講者数（累計） 人 8,600 9,600 消防本部
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５．経済活動を機能不全に陥らせない

５－１ 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響

【脆弱性の評価】

１ 渇水による町民の生活水の確保と消費の制限が必要
２ 農業生産に関する対策が必要

【推進方針】

１ 生活用水の確保
(1) 異常な渇水期には、町民に節水協力を強く求める。
(2) 水圧低下等による断水地域に対して、共同給水場を設置するとともに、給水車などによる
生活用水の給水を行う。給水車の配備が円滑に行われるよう、町所有の給水車を確保する
とともに、関係機関と有事の際の運用の取り決めを行っておく。

２ 農作物の干ばつ対策
(1) 水不足が予想される地域では、既存のかんがい施設の点検、整備を行い、必要に応じ番水
の実施やあぜ際部分への散水等、節水栽培の実施、等を行う。
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６．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとと

もに、早期に復旧させる

６－１ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LPガスサプライチ
ェーン等の長期間にわたる機能の停止

【脆弱性の評価】

１ 物流拠点をつなぐ道路ネットワークの拡大が必要
２ 電力・情報通信業者との情報共有体制の整備が必要
３ 燃料供給業者との連絡体制の連携強化が必要
４ エネルギー不足に備え、燃料の備蓄や災害対応型給油所の整備が必要
５ 安全装置を装着した燃焼機器の普及促進が必要
６ 業務継続計画の策定等、企業の事業活動を継続するための取り組みが必要
７ 耐久性に優れたガス管への計画的な取替えが必要

【推進方針】

１ 災害に対応した交通ネットワークの向上
(1) 関係行政機関による主要地方道、町内幹線道路等の基幹的交通ネットワークの災害対応力
の強化を働きかけるとともに、救命活動や支援物資の輸送等を担う緊急輸送道路及び町内
幹線道路等の点検・整備や橋梁の耐震化・長寿命化を推進することにより、輸送手段の安
全確保を図る。

２ 各種事業者との連携強化
(1) 災害時の電力や情報通信の不通を迅速に回復するため、電力・情報通信業者との情報共有
体制について連携強化を図るとともに、臨時の携帯電話基地局や特設公衆電話等の活用に
よる情報伝達体制の強化を図る。

(2) 災害時に燃料不足に陥り、応急対策の遅れ等が生じることを防ぐため、民間事業者等との
石油等の燃料を確保するための協定等が、災害時において確実に機能するよう、平時から
連絡体制を強化する。

(3) エネルギーの供給停止に備え、災害対応型給油所の整備を図る。

３ 減災への取り組みの推進
(1) 石油やガス機器の耐震化やマイコンメーターの設置促進等、安全機器の対策を図る。
(2) 地震火災による出火率を低くするため、感震ブレーカーの設置を促進する。

４ 事業者による事業継続計画策定の促進
（1）事業者による業務継続計画の策定を推奨し、災害発生時に企業の事業活動を継続するた

11111111 めの取り組みを促進する。
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【目標指標】

６－２ 上下水道等の長期間にわたる機能停止

【脆弱性の評価】

１ 上下水道施設の耐震化や応急給水体制の整備が必要
２ 広域的な応援体制の構築や業務継続計画に基づく事前の対策が必要
３ 生活排水対策の着実な推進が必要
４ 下水道施設における地震対策が必要
５ 避難所におけるトイレ施設の整備が必要
６ 下水道施設の計画的な老朽化対策が必要

【推進方針】

１ 給水対策の強化
(1) 上下水道施設における基幹施設の耐震化や管路の老朽化対策、幹線管路のネットワーク化
等の推進により、上水の供給及び下水処理の安定化を図る。

(2) 迅速な応急給水や災害応急対策を実施するため、各種資機材や情報伝達機器の整備を進め
るとともに、広域的な応援体制の構築や対策訓練、業務継続計画に基づくリスク対策の実
施により、その実効性を高めていく。

２ 生活排水や下水道施設の対策
(1) 発災後、住宅や避難所等からの生活排水を速やかに排除するため下水道整備による生活排
水対策を進める。

(2) 内灘町下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的な維持管理、改築更新を進める。

【目標指標】

【関連する計画等】
１ 内灘町下水道ＢＣＰ
２ 内灘町下水道ストックマネジメント計画

指標 単位
現況値
(Ｒ元年度)

目標値
(Ｒ7年度末)

担当課

１ 燃料供給協定締結数 件 2 3 総務課
２ 可搬式発電機保有数 件 １４ １５ 総務課

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末) 担当課

1 処理場の耐震化率 ％ 22.2 44.4 上下水道課
２ 汚水幹線管きょの耐震化率 ％ 29.6 32.5 上下水道課
３ 上水道基幹管路の耐震化率 ％ 28.6 33.0 上下水道課
４ 配水場の耐震化率 ％ 78.7 86.2 上下水道課
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３ 内灘町下水道総合地震対策計画
４ 内灘町水道事業経営計画

６－３ 交通インフラの長期間にわたる機能停止

【脆弱性の評価】

１ 緊急時にも信頼性の高い道路ネットワークの多重化が必要
２ 緊急輸送道路の防災・減災対策が必要
３ 緊急輸送道路の迂回路となり得る複数の輸送ルートの確保が必要
４ 農道・林道の整備、維持管理
５ 大雪対策
６ 道路施設の維持管理
７ 台風・暴風対策

【推進方針】

１ 災害に対応した交通ネットワークの向上
(1) 関係行政機関による主要地方道及び町内幹線道路等の基幹的交通ネットワークの災害対
応力の強化を働きかけるとともに、救命活動や支援物資の輸送等を担う緊急輸送道路及び
町内幹線道路等の点検・整備や橋梁の耐震化・長寿命化を推進することにより、輸送手段
の安全確保を図る。

(2) 建設業協会や建設コンサルタント協会等との協定に基づく災害訓練を実施する等、平常時
から応急復旧体制を整備するとともに、早期復旧に向けた指導・助言を得るため、学識経
験者との連携強化を図る。

(3) 地域交通ネットワークの機能を確保するため、のと里山海道等の道路整備と防災対策を促
進し、骨太で多重な信頼性の高い道路ネットワークを構築する。

２ 緊急輸送ルート及び複数の輸送ルートの確保
(1) 緊急輸送ルートの遮断を防止するため、幹線道路以外の橋梁の耐震化及び長寿命化や狭隘
道路の改良等を推進する。

３ 大雪対策
(1) 除雪作業を請け負う建設事業者の保有除雪機械が老朽化し、安定的な除雪体制の維持が懸
念されており、これを踏まえた総合的な対策が必要である。

(2) 円滑に除雪を実施するため、消融雪施設の整備や老朽化した施設の更新を行う必要がある。

４ 老朽化対策
(1) 橋梁やトンネル等の道路施設の老朽化対策について、維持補修等必要な取り組みを進めて
いるが、道路ネットワークを確実に確保するため、引き続き、長寿命化計画等に基づき、
計画的な点検や更新を含めた適切な維持管理を実施する必要がある。

(2) 農道・林道において、災害時等の県道等の地域交通ネットワークを補完する幹線もあるが、
高度経済成長以降に整備された施設の老朽化が課題となっていることから、長寿命化対策
を進め、機能低下による輸送ネットワークの分断を防ぎ、適正な維持管理を行っていく必
要がある。
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５ 台風・暴風対策
(1) 台風や暴風による建物や電柱等の倒壊により、交通機能の低下が懸念されることから、

これを踏まえた総合的な対策を行っていく必要がある。

【目標指標】

【関連する計画等】
１ 橋梁長寿命化修繕計画

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 橋梁定期点検件数（全７橋） 橋 7 7 都市建設課
２ 橋梁長寿命化修繕件数（累計） 橋 2 3 都市建設課
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７．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

７－１ 農地・森林等の被害による国土の荒廃

【脆弱性の評価】

１ 生産組合等による農地・農業水利施設等の地域資源の適正な保全管理の推進が必要
２ 災害に強い森林づくりが必要
３ 新たな農林業の担い手の確保、育成が必要

【推進方針】

１ 農地・農業水利施設等の保全管理の推進
(1) 地域コミュニティ等による農地・農業水利施設等の地域資源の適正な保全管理を実施する
ため、多面的機能支払に取り組む集落の増加を図る。

２ 災害に強い森林づくりの推進
(1) 森林の公益的機能を持続的に発揮し続けていくため、多様で健全な森林の整備や保全、集
中豪雨等による崩壊地の復旧、森林施業の低コスト化、県産材の利用促進、鳥獣被害等の
防護柵、処理場等の設置、森林整備を計画的に推進する。

３ 農林業の担い手の確保・育成
(1) 農地・森林等の荒廃による被害拡大を防ぐため、新たに農林業に従事する者や農業参入す
る企業等の意欲ある多様な担い手の確保・育成を図り、持続可能な農林業に資する取り組
みを推進する。

【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘農業振興地域整備計画書
２ 内灘町森林整備計画

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１ 多面的機能支払事業面積 ha 3,383 3,450 地域産業振興課
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８．社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

８－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態

【脆弱性の評価】

１ 災害廃棄物処理計画による体制整備が必要
２ 災害廃棄物の適切な処理ルートの確立が必要
３ 災害廃棄物の一時仮置場の確保が必要
４ 廃棄物処理業者との連携による災害時処理体制の構築が必要
５ 大量の廃棄物を最終処分するため他市町との連携や支援が必要
６ ごみの減量化の取り組みが必要
７ 有害物質の漏えい等の防止対策についての周知が必要

【推進方針】

１ 災害廃棄物の処理対策の推進
(1) 町民・事業者・行政の連携に基づく災害廃棄物の円滑な処理体制の整備を推進する。
(2) 適正処理が困難な災害廃棄物の大量発生に備え、当該廃棄物の処理ルート及び仮置場等を
確保する。

(3) 民間の廃棄物処理業者及び関連団体との協定締結を推進し、災害廃棄物の迅速な処理体制
を構築する。

(4) 大規模災害に対応した他市町との相互援助協定を締結し、他市町間での支援の調整を行う。
(5) 河北郡市広域事務組合ごみ処理施設において、災害廃棄物等を処理できる残余能力を増や
すため、ごみ減量化を図る。

２ 有害物質の漏えい等の防止体制の構築
(1) 有害物質の流出に迅速に対応するため、有害物質の流出情報を関係者で共有し、町民に対
して適切に周知できる体制を構築する。

３ ごみの減量化やリサイクルの向上
(1) 災害廃棄物等を処理できる残余能力を増やすため、平時からごみ減量化を図る。

(2) 災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理及び衛生面、リユース、リサイクルの観点から、
仮置場では搬入時から可能な限り種類別に分別して保管し、処理期間の短縮及びリサイク
ルの向上を図る。

【目標指標】

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末) 担当課

１ 災害廃棄物処理応援協定の締結数 団体 0 ２
総務課
住民課

２ 一人１日あたりの総ごみ排出量 g／人日 804g／人日 783g／人日 住民課
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【関連する計画等】

１ 内灘町地域防災計画
２ 内灘町災害廃棄物処理計画

８－２ 復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した技術者等）
の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等により復興できなくなる事態

【脆弱性の評価】

１ 町民一人ひとりの災害対応力の向上が必要
２ 防災士の育成と自主防災組織の強化が必要
３ 災害ボランティアの活動環境を整備することが必要
４ 建設業者の担い手の確保や育成に取り組むことが必要
５ 円滑な復興・復旧を図るために地籍調査の推進が必要

【推進方針】

１ 地域の防災力・災害対応力の向上
(1) 地域の災害対応力の向上を図るために、防災士の育成を図るとともに、自主防災組織の訓
練の実施率を高める。

(2) 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な避難
行動要支援者については、名簿の作成や個別計画の策定、避難訓練の支援等を推進し、地
域と連携した避難支援体制を構築する。

(3) 防火思想の普及啓発、火気器具の取扱い、消火器具の使用方法等及び災害発生時の出火防
止の徹底を推進する。

(4) 災害用ドローンの導入等、先進の防災技術を駆使して、複雑多様化する災害に対応できる
消防体制を構築する。

(5) 消防団員を確保し、災害対応能力の向上と地域への防災指導力を強化する。
(6) 各消防分団に配備している消防ポンプ車を順次更新することにより、地域防災力の充実強
化を図る。

(7) ひとたび災害が発生すれば、行政による「公助」では一定の限界がある為、自分の身は自
分で守る「自助」や住民同士が助け合う「共助」といった地域での取り組みを推進してい
く。

(8) 自主防災組織のランクアップを図るために、活動実績等による評価制度を導入し組織の機
能を強化する。

２ 災害ボランティアの活動環境の整備
(1) 被災時のボランティア活動が安全かつ円滑に行われるよう、関係機関と連携をとりながら、
ボランティア活動の環境整備を図る。

３ 建設産業の担い手確保・育成
(1) 社会資本の整備や除雪・災害時の対応等、地域の安全・安心を確保するため、業界団体と
行政及び町民（住民）が連携して、担い手の確保・育成、町民協働に取り組む。

４ 地籍調査の推進
(1)円滑な復興、復旧を図るため、地籍調査を推進する。
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【目標指標】

【関連する計画等】

１ 内灘町地域防災計画
２ 第 2次内灘町地域福祉計画・第３次地域福祉計画

８－３ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・
無形の文化の衰退・損失

【脆弱性の評価】

１ 貴重な文化財が災害により遺失しないための対策が必要
２ 被災後の生活が再建できる支援体制の確立が必要
３ 被災者の早期の生活再建を支援する体制の構築が必要

【推進方針】

１ 文化財の保存と災害発生時の体制の確保
(1) 文化財が焼失しないよう、保管されている建築物の耐震化や防火対策の充実を図る。
(2) 文化財が貴重な財産であることを勘案して、災害発生直後から町内の指定文化財について
迅速な被害状況の調査把握と必要な応急措置（文化財の搬出、修復・保全、一時保管等の
応急措置など）が図られるよう、平時より体制の構築を図る。

２ 早期の復旧・復興による地域コミュニティの維持
(1) 災害発生後の町民の生活の安定を図るため、災害復旧事業に伴う財政援助及び助成が早期
に図られるよう、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支
援の仕組みの整備等に努める。また、各種支援制度の窓口の一元化を図る。

(2) 被災によりほかに転職を希望する者に対しては、公共職業安定所（ハローワーク）は、本
人の希望、適性等を考慮して適当な求人を開拓し、また職業訓練を実施する等積極的に就
職のあっせんを行う。

(3) 大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合における被災地
域の再建について、関係機関と十分協議し、計画的に復興を進めるための体制を確立する。

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１
災害ボランティアの養成講座を実

施した回数
回 ２ ２ 福祉課

２
自主防災組織に消防が訓練を実施

した回数
回 12 17 消防本部

３ 災害用ドローンの導入 機 0 1 消防本部
４ 消防団員の充足率維持 ％ 100.0 100.0 消防本部
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３ 避難生活の長期化に対する支援体制の整備
(1) 多様な避難所でのニーズや要支援者の特性を考慮し、避難者が安心して生活できる場を提
供するとともに、福祉サービスや保健医療サービスの提供や衛生的な生活環境の維持、災
害情報や安否確認等の情報支援、専門家による心のケア等、関係部局・機関と連携を図り、
避難者の支援体制を整備する。

(2) 被災者の早期の生活再建を支援するため、り災証明発行、ライフラインの復旧、応急仮設
住宅や復興住宅の供給等を早期に実行するための体制を整備する。

【目標指標】

８－４ 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅
に遅れる事態

【脆弱性の評価】

１ 応急仮設住宅の建設候補地の確保が必要
２ 仮設住宅等を建設するための資材や建設業者の確保が必要
３ 避難生活の長期化に向けた支援体制が必要

【推進方針】

１ 応急仮設住宅の建設候補地の確保
(1) 二次災害の発生のおそれがない箇所において、応急仮設住宅の建設の候補地を予め指定し
ておく。

(2) 町職員や施設管理者、自主防災組織との連携により、避難所の開設・運営が迅速にできる
協力体制を構築する。

(3) 指定避難所の災害用備蓄品や防災資機材の充実を図り、避難所施設の機能向上を推進する。
(4) 各避難所において避難所運営協議会の設立を促進し、共助による自主的な避難所運営を推
進する。

(5) 公民館・小中学校などの指定避難所を有効に活用し、要支援者に対する事前の部屋割りを
行うなど避難所の機能強化を図る。

２ 建築資材及び建築技術者の確保
(1) 応急仮設住宅の建築等に必要な建設資材は、町内の関係業者とあらかじめ協議し、必要量
に対して供給を要請する。なお、関係業者において資材が不足する場合は、県へ資材のあ
っせんを要請する。

(2) 応急仮設住宅の建築等に必要な建築技術者について、町内の建設関係業者と協議し、必要
量を確保する。町内で確保できない場合は、県へあっせんを要請する。

３ 避難生活の長期化に対する支援体制の整備

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7年度末)
担当課

１
指定文化財建造物及び文化財展示
施設の耐震化・防火対策の割合

％ 50.0 75.0 文化スポーツ課
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(1) 多様な避難所でのニーズや要支援者の特性を考慮し、避難者が安心して生活できる場を提
供するとともに、福祉サービスや保健医療サービスの提供や衛生的な生活環境の維持、災
害情報や安否確認等の情報支援、専門家による心のケア等、関係部局・機関と連携を図り、
避難者の支援体制を整備する。

(2) 被災者の早期の生活再建を支援するため、り災証明発行、ライフラインの復旧、応急仮設
住宅や復興住宅の供給等を早期に実行するための体制を整備する。

(3) 指定避難所に通信設備・発電機・資機材などを整備し、避難所施設の機能向上を進めると
ともに、初期に開設する自主避難所について、常備品の増強配備を行い避難生活の充実を
図る。

【目標指標】

Ⅵ．計画の推進

計画の推進にあたっては、起きてはならない最悪の事態ごとの推進方針で設定した
指標等により、進捗状況を把握しながら、全庁連携により、本計画を着実に推進する。
また、今後の社会情勢の変化や、国、県等の国土強靱化に係る取り組みの進捗状

況等を考慮しながら、必要な見直しを行うことを基本とする。

指標 単位
現況値

(Ｒ元年度末)
目標値

(Ｒ7 年度末)
担当課

1 応急仮設住宅の建設候補地 箇所 1 1 都市建設課


